
福 井 県 産 業 活 性 化 支 援 資 金 要 綱 

 

１ 目 的         県の産業施策に沿った事業を推進する中小企業者等

に対し、新分野展開等に必要な資金について、融資の円

滑化を図ることにより、中小企業者の基盤強化および

本県産業の活性化に寄与することを目的とする。 

 

２ 融 資 対 象 者         次の各号のいずれかに該当する者 

          （１）おもてなし産業支援分 

             次の①または②に該当する中小企業者 

 

           ①「おもてなし産業魅力向上支援事業」の助成 

令和元年度以降に、公益財団法人ふくい産業支

援センターが実施する「おもてなし産業魅力向上

支援事業」に基づく助成事業を実施した者  

 

           ② ①に準ずる者として商工会議所・商工会の支援

を受けて作成した事業計画を進める者 

 

（２）経営活性化支援分 

県内において、１年以上継続して事業を営む中

小企業者であって、次の①から③のいずれかに該

当する中小企業者 

 

① 商工会議所・商工会の経営指導員の関与のもと、

新分野進出や新商品の開発等の経営革新に準ずる

事業計画を進め、企業自らの経営努力によるレベ

ルアップを図る者 

 

② ふくいオープンイノベーション推進機構の支援

により、国の補助事業を活用し、ものづくりや革新

的な新商品開発等を行う者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊中小企業者の定義 

P.1「共通 2(1)」参照 

＊(1)①の制度概要については、ふくい

産業支援センターへお問い合わせく

ださい。 

ふくい産業支援センター 

TEL：0776-67-7406 

また、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇの事前確認（2～3日）が必要 

となります。本要綱 9 に記載の必要書 

類を、当Ｇまで提出してください。 

確認後に融資申込書に受付印を押印 

して返却しますので、返却された後 

に、必要書類とあわせて商工会議所・ 

商工会へ提出してください。 

取下げとなった場合は、県までご連絡 

ください。 

＊（1）②については、融資申込みの前

に県経営改革課金融Ｇによる事業計

画の承認（約 2 週間）が必要となりま

す。本要綱 9 に記載の必要書類を、当

Ｇまで提出してください。 

承認後に必要書類を返却しますの 

で、返却された後に、商工会議所・商 

工会へ提出してください。 

取下げとなった場合は、県までご連絡 

ください。 

＊（2）①については、新(他)分野進出

または新製品・新商品・新サ－ビスの

研究・開発等の新規性を含んだ取組み

等の事業計画であることが必須です。

事業計画書（収支計画を含む。）につ

いては、融資申込みの前に商工会議

所・商工会のチェック（標準処理期間

約 7 日間）を受ける必要があります。 

また、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇの事前確認（2～3日）が必要 

となります。（以下（1）①に同じ） 

＊（2）②については、ふくいオープン

イノベーション推進機構への会員登

録が必要です。詳しい手続き等は、県

産業技術課へお問い合わせください。 

  県産業技術課 

  TEL：0776-20-0374 

また、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇの事前確認（2～3日）が必要 

となります。（以下（1）①に同じ） 

 

 

 



③カーボンニュートラルに資する、国の省エネ・再エ

ネに係る設備導入の補助事業に係る事業計画を進

める者 

 

（３）新事業展開等支援分 

 次の①から⑤のいずれかに該当する者 

 

①経営革新計画の承認等（農商工等連携促進法の認

定、地域資源活用促進法の認定を含む。） 

 中小企業等経営強化法、中小企業者と農林漁業

者との連携による事業活動の促進に関する法律ま

たは中小企業による地域産業資源を活用した事業

活動の促進に関する法律に基づき、知事、農林水産

大臣または経済産業大臣およびその事業の所管大

臣の承認・認定を受けた事業計画を進める者 

 

②「ふくいの逸品創造ファンド事業」の助成 

 公益財団法人ふくい産業支援センターが実施す

る「ふくいの逸品創造ファンド事業」に基づく助成

事業を実施した者（ただし、助成事業実施後、３年

を経過しない者に限る。）（中小企業者以外の有限

責任事業組合を含む。） 

 

③「成長産業チャレンジ支援事業」または県内産業

価値づくり支援事業」の補助 

 県が実施した「成長産業チャレンジ支援事業」に

基づく補助事業を実施した者（ただし、補助事業実

施後、５年を経過しない者に限る。） 

 または県が実施する「県内産業価値づくり支援

事業」に基づく補助事業を実施した者（ただし、補

助事業実施後、５年を経過しない者に限る。） 

 

④「新事業チャレンジステップアップ事業」または 

「福井型スタートアップ創出支援事業（創出枠・成 

長枠）」の助成 

  県と公益財団法人ふくい産業支援センターが実

施する「新事業チャレンジステップアップ事業」ま

たは「福井型スタートアップ創出支援事業（創出

枠・成長枠）」に基づく助成事業を実施した者（た

だし、助成事業実施後、３年を経過しない者に限

る。） 

 

＊（2）③に該当する国の補助事業につ

いては、県環境政策課へお問い合わせ

ください。 

  県環境政策課 

  TEL：0776-20-0302 

また、融資申込みの前に県環境政策 

課による事業計画の承認（約 2 週間） 

および県経営改革課金融Ｇでの事前  

確認(2～3日)が必要となります。 

本要綱 9に記載の必要書類を県環境 

政策課まで提出してください。 

県環境政策課での承認および県経営

改革課での事前確認が完了しました

ら、事業計画書および受付印を押印

した融資申込書を返却しますので、

返却された後に必要書類とあわせて

商工会議所・商工会へ提出してくだ

さい。 

取下げとなった場合は、県経営改革

課までご連絡ください。 

 

＊(3)については、P１「共通 2(1)」の中

小企業者の定義に関わらず、それぞれ

の制度で定める要件に該当する者で

あれば中小企業者以外も融資対象と

なります。 

ただし、保証協会の保証対象となる 

のは、中小企業者に限られます。 

＊（3）①の制度概要については、県経

営改革課へお問い合わせください。 

  県経営改革課 経営支援Ｇ 

  TEL：0776-20-0537 

また、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇの事前確認（2～3日）が必要 

となります。（以下（1）①に同じ） 

＊（3）②の制度概要については、ふく

い産業支援センターへお問い合わせ

ください。 

ふくい産業支援センター 

TEL：0776-67-7406 

また、融資申込みの前に県経営改革 

課の事前確認（2～3日）が必要とな 

ります。本要綱 9 に記載の必要書類 

を、県経営改革課金融Ｇまで提出し 

てください。 

確認後に融資申込書に受付印を押印 

して返却しますので、返却された後 

に、必要書類とあわせてふくい産業 

支援センターへ提出してください。 

取下げとなった場合は、県までご連絡 

ください。 

＊（3）③の制度概要については、県産 

業技術課へお問い合わせください。 

  県産業技術課 

  TEL：0776-20-0374 

また、融資申込みの前に県経営改革 

課の事前確認（2～3日）が必要とな 

ります。（以下（1）①に同じ） 

＊（3）④については、県経営改革課、ふ

くい産業支援センターへお問い合わ

せください。 

 スタートアップ創出支援事業（創出

枠） 



⑤嶺南地域企業が以下の機関による支援（以下「嶺南

地域企業支援」という）を受けて作成した事業計画

の承認 

  嶺南地域企業が嶺南地域の各商工会議所・商工

会、公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター、

公益財団法人ふくい産業支援センター嶺南サテラ

イトオフィスまたは県工業技術センターの支援を

受けて作成した新事業展開や技術開発等に関する

事業計画を進める者 

 

（４）県外・海外販路開拓支援分 

 県内に本社（本店）があり、１年以上継続して事

業を営む中小企業者であって、県外または海外へ

の県産品（※）の販路開拓のため、商工会議所・商

工会の支援を受けて作成した事業計画を進める者 

（※）県産品とは、県内で生産、加工および製造（ 

一部可）されたものをいう。 

 

（５）ＩｏＴ・ＡＩ等導入支援分 

県内において、１年以上継続して事業を営む中

小企業者であって、次のいずれかに該当する中小

企業者 

 

① 公益財団法人ふくい産業支援センターが実施す

る「ふくいＤＸ加速化補助金」に基づく補助事業を

実施した者 

 

② 公益財団法人ふくい産業支援センターが実施す

る「ふくいＤＸ推進宣言企業」に基づく登録を受け

た者 

 

③ 公益財団法人ふくい産業支援センターの支援を

受けて作成した事業計画について、ＩｏＴやＡＩ

を用いた設備の導入により、５年計画で、「付加価

値額」の年率３％、および「経常利益」の年率１％

の向上が見込まれる者 

※ＩｏＴとは、複数の機械等がネットワーク環

境に接続され、そこから収集される各種の情

報・データを活用して、監視（モニタリング）、

保守（メンテナンスサービス）、制御（コント

ロール）、分析（アナライズ）のうちいずれか

１つ以上を行うものとする。また、ＡＩとは、

  県経営改革課 創業・ベンチャーＧ 

  TEL：0776-20-0378 

 新事業チャレンジステップアップ事

業・スタートアップ創出支援事業（成

長枠） 

  ふくい産業支援センター 

  TEL：0776-67-7406 

また、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇの事前確認（2～3日）が必要 

となります。（以下（3）②に同じ） 

＊（3）⑤の支援については、各商工会 

議所・商工会、若狭湾エネルギー研究 

センター、ふくい産業支援センター

嶺南サテライトオフィスへお問い合

わせください。 

若狭湾エネルギー研究センター 

TEL：0770-24-7273 

ふくい産業支援センター 

嶺南サテライトオフィス 

TEL：0770-22-0031 

なお、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇによる事業計画の承認（約 2 

週間）が必要となります。（以下（1） 

②に同じ） 

 

＊（4）については、県外または海外の 

事業所等で利用可能な資金メニュー 

です。 

なお、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇによる事業計画の承認（約 2 

週間）が必要となります。（以下（1） 

②に同じ） 

 

＊（5）①の制度概要については、ふく

い産業支援センターへお問い合わせ

ください。 

ふくい産業支援センター 

TEL：0776-67-7416  

また、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇの事前確認（2～3日）が必要 

となります。（以下（1）①に同じ） 

＊（5）②の制度概要については、ふく

い産業支援センターへお問い合わせ

ください。 

ふくい産業支援センター 

TEL：0776-67-7416  

また、融資申込みの前に県経営改革 

課金融Ｇの事前確認（2～3日）が必要 

となります。（以下（1）①に同じ） 

＊（5）③については、融資申込みの前 

に県経営改革課金融Ｇによる事業計 

画の承認（約 2 週間）が必要となりま 

す。（以下（1）②に同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



人間の使う言語の理解や、データ・経験から論

理的な推論、学習を行うプログラムやソフト

ウエアとする。 

 

（６）ＢＣＰ対策支援分 

県内において、１年以上継続して事業を営む中

小企業者であって、次の①または②に該当する中

小企業者 

① 平成１８年２月に中小企業庁が公表した「中小

企業ＢＣＰ策定運用指針」に基づきＢＣＰを策定

した者 

 

② 中小企業等経営強化法の規定により、事業継続

強化計画または連携事業継続力強化計画の認定

（変更を含む）を受けた者 

 

３ 融 資 限 度 額         １億５，０００万円（うち運転資金８，０００万円） 

ただし、融資対象者の（３）①（農商工等連携促進

法の認定、地域資源活用促進の認定に限る。）、②およ

び④に係る融資については、８，０００万円を融資限

度額とする。 

 

４ 使 途 お よ び         設備資金 １５年以内（据置１年以内を含む。） 

  融 資 期 間         運転資金  ７年以内（据置１年以内を含む。） 

           ・本資金の融資対象者の（４）および（６）について

は、県外事業所等で利用可能である。ただし、閉鎖

や事業規模の縮小あるいは従業員の雇用調整を伴

わない場合に限る。 

 

５ 融 資 利 率         福井県中小企業者向け制度融資要綱（共通）の「５

（５）融資利率」の別表１のとおりとする。 

 

６ 信 用 保 証  取扱金融機関の判断による。 

・本資金の融資対象者の（６）②については、国の定

める事業継続力強化関連保証、連携事業継続力強

化関連保証に対応したものである。 

 

７ 保 証 料 補 給         この制度による融資金に係る保証については、県が

保証料相当額を負担する。 

 

８ 担保・保証人         取扱金融機関の定めによる。 

（ただし、保証協会の保証を付する場合は、保証協会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊（6）①については、融資申込みの前 

に県経営改革課金融Ｇによる事業計 

画の承認（約 2 週間）が必要となりま 

す。（以下（1）②に同じ） 

 

 

＊（6）②については、融資申込みの前

に県経営改革課金融Ｇによる事前確

認（2～3 日）が必要となります。（以

下（1）①に同じ） 

 

＊融資限度額とは、すべての産業活性化

支援資金を合算した 1 年度当たりの

限度額です。 

P.3「共通 5(2)」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊令和 7年４月 1 日現在 

【期間 10 年以内】 

1.70％以下（保証なし） 

1.50％以下（保証付き） 

【期間 10 年超】 

2.10％以下（保証なし） 

1.90％以下（保証付き） 
 

 

 

 

 

 

＊県が保証協会に対しその保証料相当

額を負担するため、中小企業者は保証

協会に対しその部分の保証料を支払

う必要はありません。 

＊保証料補給の対象は、令和 8 年 3 月 

31 日までの融資実行分に限ります。 

 

 



の定めによる。） 

 

９ 必 要 書 類        （１）融資申込書１部［様式第１号－１、２］ 

（２）県税に滞納がないことを証明事項とする納税証

明書 

（３）消費税の納税証明書（その３） 

（４）直近２期分の決算書 

（５）融資対象者であることを証する次のいずれか 

            ・各助成・補助事業に係る交付申請書類一式（写）

および交付決定通知書（写） 

            ・各計画等一式および認定書等（写） 

            ・事業計画承認申請書兼意見書［様式第３号から第

６号、第８号のいずれか］ 

            ・意見書［様式第７号］（融資対象者の（５）③の

場合） 

（６）事業計画書［様式第２号－１（ただし、融資対象

者の（２）①については様式第２号－２、融資対象

者の（５）については様式第２号－３、融資対象者

の（２）③については様式第２号―４）］（融資対象

者の（３）①に該当する者については、これに代え

て、承認等を受けた事業計画書等） 

※各事業計画書には資金需要を証する書類を添付

（設備資金の場合に限る。） 

          （７）その他県、取扱金融機関、保証協会が必要と認め

る書類 

 

10 その他注意事項  保証を付する場合の保証条件については、保証協会

の業務取扱要領に定めるところによる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、既に融資を行った融資金については、なお従前の例

による。 

 

＊様式第 1 号-1、2はメニューに応じて

利用してください。 

 

 

 

 
 

 

 


